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第１章 

第１章 計画の策定にあたって 
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１ 策定の目的 

近年、少子高齢化や人口減少、働き方の多様化、ケア労働の増加など、社会構造が大

きく変化する中で、誰もがその個性と能力を十分に発揮できる持続可能な社会の実現が

求められています。 

区では、昭和59(1984)年に第１期「婦人問題解決のための大田区行動計画」を策定し、

平成８(1996)年に現在の「大田区男女共同参画推進プラン」と名称を変え、男女共同参

画社会の実現に向けて様々な取組を進めてきました。 

国においても様々な法整備や取組が進められており、女性の社会参画、家庭内におけ

る役割の見直し等、意識面での変化や一定の進展が見られる一方で、固定的性別役割分

担意識や男女間格差は、依然としてあらゆる分野に影響を与えていることから、男女共

同参画のさらなる推進が重要な課題となっています。 

「第８期大田区男女共同参画推進プラン」（令和３（2021）年度から令和７（2025）

年度まで）の計画期間終了に伴い、社会情勢や区民の意識の変化、近年の国等の動向を

踏まえ、課題解決に向けてより効果的な施策の検討・推進を図るために、「第９期大田

区男女共同参画推進プラン」を策定します。 

 

２ 計画の期間 

本プランの期間は、令和８(2026)年度から令和12(2030)年度までの５年間とします。 
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第５次男女共同参画基本計画 第６次男女共同参画基本計画 

新おおた重点プログラム 第１期基本計画（令和 14 年度まで） 

東京都男女平等参画推進総合計画 

第８期プラン 第９期プラン 
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３ 計画の位置づけ 

○本計画は、男女共同参画社会基本法(平成 11(1999)年６月制定)第 14 条第３項に規定

する「市町村男女共同参画計画」にあたります。 

○本計画は、「第８期大田区男女共同参画推進プラン」を継承します。 

○本計画は、「大田区配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等のための計画」、「大

田区女性の職業生活における活躍推進計画」、「大田区困難な問題を抱える女性への支

援に関する基本計画」を包含します。 

○本計画は、区の目指すべき将来像を掲げる「大田区基本構想」を実現するための「大

田区基本計画」や、その他関連計画との整合性を図ります。 

○本計画は、国の「第６次男女共同参画基本計画」との整合性を図ります。 

○本計画は、都の「東京都男女平等参画推進総合計画」との整合性を図ります。 
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大田区産業振興ビジョン 

大田区地域福祉計画 

おおた健康プラン 

大田区こども未来計画 
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大田区地域防災計画 

その他関連計画 
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第２章 

第２章 大田区の男女共同参画を取り巻く現

状 
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１ 計画策定の背景 

１ 国際的な動き 
（１）ＳＤＧｓとジェンダー平等 

平成 27（2015）年９月の国連持続可能な開発サミットにおいて、加盟国の全会一致

で「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」が採択されました。その中で掲げられ

た「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」は、令和 12（2030）年までに持続可能でより良

い世界を目指す開発目標で、17 の目標と 169 のターゲットで構成されています。 

「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」の前文には「すべての人々の人権を実

現し、ジェンダー平等とすべての女性と女児のエンパワーメントを達成することを目

指す」と掲げられているほか、17 の目標の１つに「目標５ ジェンダー平等を実現し

よう」が設定されており、すべての取組に対してジェンダーの視点を主流化させてい

くことが重要であるとされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計画策定の背景  
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１  国際的な動き  ·························  
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（２）ジェンダー・ギャップ指数 

世界経済フォーラムが公表するジェンダー・ギャップ指数（ＧＧＩ）は、男女格差

を図る指標のひとつです。令和７（2025）年の日本は 146 か国中 118 位と前年度から

順位は横這いとなっており、先進国の中では最下位となっています。教育・健康分野

では世界トップクラスの一方で、政治・経済分野の値が低く、男女共同参画社会の実

現に向けて、特に政治・経済分野での男女格差の解消が喫緊の課題となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※四角枠内は各国の順位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合 経済 112 位（前年 120 位） 

118 位／146 か国 

政治 125 位（前年 113 位） 

健康 50 位（前年 58 位） 

教育 66 位（前年 72 位） 

出典：「グローバル・ジェンダー・ギャップ指数報告書（2025）」 

世界経済フォーラム 令和７年より作成  
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主な国のジェンダー・ギャップ指数

・労働参加率の男女比 
・同一労働における賃金の男女格差 
・推定勤労所得の男女比 
・管理的職業従事者の男女比 
・専門・技術者の男女比 

・識字率の男女比 
・初等教育就学率の男女比 
・中等教育就学率の男女比 
・高等教育就学率の男女比 

・国会議員の男女比 
・閣僚の男女比 
・最近 50 年における 
 行政府の長の在任年数の 

男女比 

・出生児性比 
・健康寿命の男女比 

※吹き出しは各分野の指標 
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２ 国の動き 
○第６次男女共同参画基本計画の策定 

国では、男女共同参画社会基本法(平成 11(1999)年６月)に基づき、男女共同参画基

本計画(平成 12（2000）年 12 月)を策定しました。令和７(2025)年度の改定では、以

下のような４つの目指すべき社会が掲げられ、「男女共同参画の推進による多様な幸

せ（well-being）の実現」、「男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備・強化」と

いった２つの政策領域と、総合的かつ計画的に取組を推進するための「男女共同参画

社会の実現に向けた推進体制の整備・強化」に基づいて男女共同参画社会の形成の促

進を図るとされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○政治分野における男女共同参画の推進に関する法律（政治分野の男女共同参画 

推進法）の改正 

令和３（2021）年６月に改正され、政党その他の政治団体に対しては候補者の選定

方法の改善、候補者となるにふさわしい人材の育成、セクシュアル・ハラスメント、

マタニティ・ハラスメント等への対策について取組を促進するよう求めています。ま

た、国・地方公共団体に対しても、家庭生活との両立支援のための体制整備やセクシ

ュアル・ハラスメント、マタニティ・ハラスメント等への対策等施策の強化が求めら

れました。 

 

○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）の改正 

令和元（2019）年５月に改正され、常時雇用労働者数が 301 人以上の事業主に対し

令和２（2020）年４月から女性活躍に関する数値目標を定めた一般事業主行動計画の

策定が、同年６月からは女性活躍に関する情報公表が義務付けられました。また、令

和４（2022）年４月からは、一般事業主行動計画の策定・届出義務および女性活躍に

関する情報公表の義務の対象が、常時雇用労働者数 101 人以上の事業主に拡大されま

した。 

  

①男女が自らの意思に基づき、個性と能力を十分に発揮できる、公正で

多様性に富んだ、活力ある持続可能な社会 

②男女の人権が尊重され、尊厳を持って個人が生きることのできる社会 

③仕事と生活の調和が図られ、男女が共に充実した職業生活、その他の

社会生活、家庭生活を送ることができる社会 

④あらゆる分野に男女共同参画・女性活躍の視点を取り込み、国際社会

と強調する社会 

目指すべき社会 

２  国の動き  ····························  
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○困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（女性支援新法）の成立 

令和４（2022）年に成立し、令和６（2024）年４月に施行されました。女性をめぐ

る課題の複雑化、多様化、複合化を踏まえ、困難な問題を抱える女性支援の根拠法を

売春防止法から脱却させ、新たな女性支援の枠組みを構築することを目的にしていま

す。「女性の福祉」、「人権の尊重や養護」、「男女平等」の視点を明確に規定し、国・地

方公共団体に対し「教育・啓発」、「調査研究の推進」、「人材の確保」、「民間団体援助」

といった困難な問題を抱える女性支援に必要な施策を講じる責務が明記されています。 

 

○配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（配偶者暴力防止法、 

ＤＶ防止法）の改正 

令和５（2023）年に改正され、令和６（2024）年４月に施行されました。被害者へ

の接近などを禁じる裁判所の保護命令対象が、身体的ＤＶだけでなく精神的ＤＶにも

拡大されました。また、接近禁止命令等の期間の延長や電話等禁止命令の対象行為の

拡大、保護命令違反の厳罰化等が定められています。 

 

○性犯罪に関する刑法等の改正 

令和５（2023）年６月に成立し、同年７月から順次施行されています。「同意しない

意思を形成、表明又は全うすることが困難な状態」における性交等は不同意性交等罪

または不同意わいせつ罪が成立することになりました。また、13 歳未満の子どもに加

え、13 歳以上 16 歳未満の子どもで、行為者が５歳以上年長である場合にも処罰対象

となったほか、16 歳未満の子どもに対するわいせつ目的での面会要求等の罪や、公訴

時効期間の延長が新設されました。また、わいせつな画像の撮影や第三者への提供等

を処罰する性的姿態撮影等処罰法も同時に成立しました。 

 

○性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の 

増進に関する法律（理解増進法）の成立 

令和５（2023）年６月に施行され、すべての国民が性的指向やジェンダーアイデン

ティティにかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重

されるものであるとの理念に基づき、多様性に寛容な社会の実現に資することを目的

としています。また、地方公共団体や事業主等は知識の着実な普及や理解増進、相談

体制の整備について努めることとしています 

 

○「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 

（育児・介護休業法）の改正 

令和６（2024）年５月に改正され、男女が仕事と育児・介護を両立できるように、

令和７（2025）年４月から子の看護休暇の対象範囲、取得事由の拡大や所定外労働の

制限の対象拡大、育児や介護のためのテレワーク導入の努力義務化等が施行されまし

た。同年 10 月１日からは柔軟な働き方を実現するための措置を講ずることや仕事と

育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮等が事業主に求められました。  
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３ 東京都の動き 
○東京都男女平等参画推進総合計画の策定 

都では、平成 12（2000）年３月に制定された「東京都男女平等参画基本条例」に基

づき、「東京都女性活躍推進計画」及び「東京都配偶者暴力対策基本計画」の両計画で

構成された総合計画として、平成 29 年に「東京都男女平等参画推進総合計画」が策定

されました。 

令和４年の改定では「女性も男性も自らの希望に応じて輝ける、だれにとっても住

みやすい社会の実現」を目指し、「男女平等参画推進に向け、企業の取組を加速させる

とともに、家庭・職場等あらゆる場面での意識改革等を促していく」ことを基本的考

え方としています。その考え方に基づき、「ライフ・ワーク・バランスの実現と働く場

における女性の活躍推進」、「男女平等参画の推進に向けたマインドチェンジ」、「配偶

者暴力対策」を３つの柱として掲げています。 

 

○第２期東京都性自認及び性的指向に関する基本計画の策定 

「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例」に基づき、

令和５（2023）年３月に策定されました。令和元（2019）年 12 月に策定された第１期計画

を踏まえ、「性的マイノリティ当事者に寄り添う」、「多様な性に関する相互理解を一層推

進する」、「東京に集う誰もが共に支え合う共生社会『インクルーシブシティ東京』の実現

を目指す」の３つを基本方針として掲げて、取組を進めるとしています。 

 

○東京都パートナーシップ宣誓制度の運用開始 

「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例」に基づき、

令和４（2022）年 11 月から運用が開始されました。性的マイノリティの人々が暮らしやす

い環境づくりにつなげる制度として日常生活においてサービスの提供等を行っています。 

 

○困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する東京都基本計画

の策定 

令和６（2024）年３月に策定され、「困難な問題を抱える女性の人権の擁護を図るととも

に、男女平等の実現に資することを旨とし、困難な問題を抱える女性が、本人の意思が尊重

されながら、安全にかつ安心して自立した生活を送ることができる東京の実現」を計画の理

念としています。 

 

 

 

 

  

１ 対象者の把握から地域での自立まで、多様な支援を切れ目なく包括的に提供 

２ 本人の意思や意向を最大限尊重し、本人を中心にした支援の実施 

３ 同伴児童を取り残さない視点から、サポートを強化 

４ 困難な課題を抱える若年女性への支援を総合的に推進 

５ 女性相談支援センター、女性相談支援員、女性自立支援施設を軸とした支援基盤

の充実・強化と民間団体や関係機関との円滑な連携・協働の推進 

基本目標 

３  東京都の動き  ·························  
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４ 大田区の動き 
区では、令和３（2021）年３月に第８期大田区男女共同参画推進プランを策定以降、

主に次のような動きがありました。 

 

○第８期大田区男女共同参画推進プランの策定（令和３年３月） 

昭和 59（1984）年に策定された第１期「婦人問題解決のための大田区行動計画」に

始まり、平成８（1996）年に現在の「大田区男女共同参画推進プラン」と名称を変え

ながら、令和３（2021）年３月に第８期のプランを策定しました。「誰もが認め合い 笑

顔つながるまち おおた」を基本理念に、第７期プランを継承しつつ、「大田区配偶者

暴力の防止及び被害者保護等のための計画」、「大田区女性の職業生活における活躍推

進計画」を包含した計画としています。 

 

○新型コロナウイルス感染症の影響 

令和元（2019）年末に新型コロナウイルス感染症が初めて確認されてから急激に感

染が拡大し、令和２（2020）年２月下旬に国からの全国一斉休校の要請を受け、区内

の区立小中学校が臨時休校、令和３（2021）年４月からはワクチン接種が開始される

など、区民生活に大きく影響しました。 

毎年 12 月に開催していた人権講演会は、令和２（2020）年から令和５（2023）年ま

で開催を中止し、令和６（2024）年 12 月に５年ぶりに再開しました。 

男女共同参画の啓発のための講座やセミナーは、緊急事態宣言発出時にはオンライ

ン（Zoom など）のみでの開催、それ以外は人と人との間隔を空けたり、オンラインと

会場との併用で開催したりと、工夫や配慮をして実施しました。 

 

○「ＳＤＧｓ未来都市」及び「自治体ＳＤＧｓモデル事業」に選定（令和５年５月） 

ＳＤＧｓの達成に向けて優れた取組を提案する都市として、内閣府から令和５

（2023）年度の「ＳＤＧｓ未来都市」に選定されるとともに、その中でも特に先導的

な取組を行う「自治体ＳＤＧｓモデル事業」にも選定されました。 

 

○大田区基本構想の策定（令和６年３月） 

令和５（2023）年７月に大田区基本構想審議会が設置され、令和６（2024）年３月

に大田区基本構想を策定しました。この基本構想は、2040 年ころの大田区のめざすべ

き将来像「心やすらぎ 未来へはばたく 笑顔のまち 大田区」の実現に向け、まち

づくりの方向性を示した、区の最上位の指針です。基本構想全体を貫く考え方として、

「地域力を高める」、「多様な個性が輝く」、「豊かなまちを未来へつなげる」という３

つの基本理念を掲げています。 

  

４  大田区の動き  ·························  
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○大田区立男女平等推進センター「エセナおおた」移転（令和６年 12 月） 

令和６（2024）年 12 月 1 日、大田区立男女平等推進センター「エセナおおた」が、

大森北四丁目複合施設「スマイル大森」（大田区大森北四丁目６番７号）の５階・６階

部分に移転しました。１階から地下２階の大森北区民活動施設、２階の高齢者支援施

設（大田区地域包括支援センター入新井/シニアステーション入新井）、３階の学校生

活支援施設（つばさ大森教室）、４階の子育て支援施設の各施設と複合化された地域の

拠点です。併設された入新井第一小学校、地域の方々と連携し、男女共同参画社会の

実現をめざして講座やセミナーなどを実施しています。 

 

○大田区基本計画、実施計画の策定（令和７年３月） 

令和６（2024）年３月に策定した大田区基本構想のめざすべき将来像「心やすらぎ 

未来へはばたく 笑顔のまち 大田区」を実現するための施策等をまとめた「大田区

基本計画」を、令和７（2025）年３月に策定しました。 

計画期間は、令和７（2025）年度から令和 14（2032）年度までの８年間を第 1 期、

令和 15（2033）年度から令和 22（2040）年度までの８年間を第２期としています。 

基本計画の施策２-２では「配偶者暴力の防止に向けた相談体制の強化」、施策２-５

では男女共同参画社会をめざした「人権と多様性を尊重する意識の醸成」が掲載され

ています。 

 

○大田区男女共同参画に関する意識調査の実施（令和７年３月） 

令和６（2024）年 10 月 15 日から 11 月 15 日までを調査期間として、住民基本台帳

から男女別に無作為抽出した 2000 人を対象に、意識調査を行いました。回収率は

34.4％（全回答数 687 件、うち郵送での回答 422 件、web での回答 265 件）。 

区民の男女共同参画に関する意識や実態等について把握し、本プランを改定する上

での基礎資料とすることを目的として実施しました。令和７（2025）年３月に報告書

としてまとめた結果は区ホームページ等で公開しています。 
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２ データからみる大田区の現状 

１ 人口の推移 
（１）総人口の推移 

区の総人口は平成 12(2000)年以降増加傾向が見られ、平成 27(2015)年に 70 万人を

上回ると、令和７(2025)年には 740,519 人となっています。 

年齢３区分別人口をみると、年少人口（14 歳以下）は令和２（2020）年までは増加

が見られたものの、令和７（2025）年には８万人を割り、平成 17（2005）年と同水準

となっています。生産年齢人口は平成 27（2015）年以降増加が見られ、令和７（2025）

年には 50 万人を上回っています。 

また、将来人口推計をみると、年少人口比率は令和 12（2030）年に 10％を下回り、

以降は９％台で推移することが見込まれます。また、高齢者人口比率は令和 17（2035）

年まで 22％前後で推移した後、令和 27（2045）年に 25.3％になる見込みで、今後も

少子高齢化が進むことが予想されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「大田区住民基本台帳」（令和７年まで、各年１月１日時点） 大田区 

「大田区人口推計」（令和 12 年以降） 大田区 

 

 

 

  

73,855 74,847 76,493 79,170 80,020 74,263 71,265 69,165 70,749 71,295 71,190

461,784 460,911
459,414 470,232 488,363 502,189 502,243 498,223 485,254 477,499 472,647

103,733
119,176 138,620

158,053
166,110 164,067 160,407 166,889 179,390 185,688 187,949

639,372
654,934

674,527

707,455

734,493 740,519 733,916 734,277 735,393 734,483 731,786

16.2
18.2

20.6
22.3 22.6 22.2 21.9 22.7

24.4 25.3 25.7

72.2
70.4

68.1
66.5 66.5 67.8 68.4 67.9

66.0 65.0 64.6

11.6 11.4 11.3 11.2 10.9 10.0 9.7 9.4 9.6 9.7 9.7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

200,000

400,000

600,000

800,000

平成12年

（2000）

平成17年

（2005）

平成22年

（2010）

平成27年

（2015）

令和２年

（2020）

令和７年

（2025）

令和12年

（2030）

令和17年

（2035）

令和22年

（2040）

令和27年

（2045）

令和32年

（2050）

年少人口（14歳以下） 生産年齢人口（15～64歳） 高齢者人口（65歳以上）

高齢者人口比率 生産年齢人口比率 年少人口比率

（人）
（%）

推計

データからみる大田区の現状  
2 

１  人口の推移  ··························  



 

14 

（２）区内在住の外国人数 

区内在住の外国人数は、平成 28（2016）年から令和２（2020）年にかけて増加した

一方、令和３（2021）年と令和４（2022）年にかけては減少しています。令和５（2023）

年以降は再び増加に転じ、令和７（2025）年には３万人を突破し 32,041 人となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「大田区住民基本台帳」（各年１月１日時点） 大田区 

 

（３）出生数と合計特殊出生率 

区の出生数は、合計特殊出生率とともに平成 30（2018）年以降減少傾向にあります。

出生数は令和４（2022）年に 5,000 人を下回り、令和５（2023）年には 4,548 人とな

っています。合計特殊出生率は、令和５（2023）年に 0.96 と１を下回りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「東京都人口動態統計」東京都 

※合計特殊出生率は、15 歳から 49 歳の女性の年齢別出生率を合計したもので、１人の女性が

生涯に生むと推定される子どもの数を表します 
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２ 児童・生徒数の推移 
直近３年間で、区内保育園の園児数は 14,800 人前後で推移しており、中学校、高等

学校でも大きな変動は見られません。一方、幼稚園の園児総数、小学校の児童数は減

少傾向が見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※保育園：各年４月１日現在 

幼稚園、小学校、中学校、高等学校：各年５月１日現在 

出典：「大田区政ファイル」大田区 
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３ 区の産業 
（１）区内の業種別事業所数の推移 

区内の事業所を業種別にみると、卸売業、小売業に次いで、製造業や宿泊業、飲食

サービス業、不動産業が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「経済センサス・活動調査」総務省・経済産業省 
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（２）東京 23 区における製造業事業所数 

23 区における製造業事業所数を比較すると、大田区は最も多く 3,584 事業所となっ

ており、２番目に多い足立区を大きく上回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：「令和３年経済センサス・活動調査」総務省・経済産業省 

 

（３）製造業の従業者規模別割合 

区内の事業所を従業者規模別にみると、１～４人の小規模事業所が過半数を占めて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：「令和３年経済センサス・活動調査」総務省・経済産業省  
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４ 女性の職業生活の状況 
（１）配偶関係・年齢階級別女性の労働力率 

大田区の配偶関係・年齢階級別女性の労働力率※をみると、有配偶女性の労働力率は

結婚・妊娠・出産期である 20～40 歳代にかけて未婚女性よりも大幅に低くなってお

り、ゆるやかなＭ字を描いています。23 区の有配偶女性の労働力率と比較するといず

れの年代でも上回っていますが、全国と比較すると 30～50 歳代で全国を下回ってい

る状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「国勢調査」総務省 令和２年 

※労働力率とは、15 歳以上の人口に占める労働力人口（就業者と求職中の人を合わせた数）

の割合です。 
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日本の女性の年齢階級別労働力率をグラフ化した際に見られる、特徴的な曲線

を指します。20 歳代で高まり、30 歳代で一時的に低下し、その後 40 歳代で再び

上昇する形がアルファベットの“Ｍ”に似ていることからこの名称で呼ばれます。 

これは、30 歳代で結婚・出産・育児を機に離職し、子育てがひと段落する 40 歳

代で再び仕事に復帰するという特徴が現れており、出産・育児期における離職や

非正規雇用への転換、職場等の両立支援の不足等を背景としています。 

近年は、制度の充実や働き方の多様化等により職場復帰が進んでいることから

Ｍ字カーブが解消されつつありますが、完全に解消されているわけではありませ

ん。また、非正規雇用による復帰が主であり正規雇用への転換が十分ではなく、雇

用形態や給与水準に関する課題は依然として残っていることから、労働条件や職

場環境の改善、制度の強化等、多面的な支援が今後も必要です。 

   Ｍ字カーブとは  

４  女性の職業生活の状況 ···················  



 

19 

（２）就業率と正規雇用率 

大田区の就業率をみると、20 歳代では女性が男性を上回っているものの、30 歳代で

女性の就業率が下がり、以降は男性を下回っています。 

正規雇用率をみると、男性は 20 歳代後半から 50 歳代にかけて 55％前後を維持した

台形になっているのに対し、女性は 25～29 歳の 53.6％をピークに下がっていくＬ字

型を描いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※就業率：就業者／15 歳以上人口×100 
※正規雇用比率：正規の職員・従業員／15 歳以上人口×100 
 

出典：「国勢調査」総務省 令和２年 
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日本の女性の年齢階級別正規雇用比率をグラフ化した際に見られる、特徴的な

曲線を指します。20 歳代を頂点に正規雇用比率が右肩下がりに低下する形がアル

ファベットの“Ｌ”に似ていることからこの名称で呼ばれます。 

これは、30 歳代で結婚・出産・育児を機に非正規雇用へ転換するという特徴が

現れており、再就職や職場復帰の際に正規雇用で復帰しにくいという構造が背景

にあると考えられます。そのため、現在の日本は、女性の就業率自体は解消に向か

っているものの、非正規雇用が中心となる状況にあるといえます。 

出産・育児後の正規雇用への復帰が困難であることは、賃金や昇格における男

女格差が固定化されるほか、経済的自立の阻害にも繋がります。出産・育児を経験

した女性が育児と仕事を両立しながら自身の希望する働き方ができるよう、多様

な働き方の拡充や支援に取り組むことが重要です。 

   Ｌ字カーブとは  
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（３）雇用形態の変化 

大田区の就業者の雇用形態をみると、女性で正規雇用の割合が平成 27（2015）年か

ら令和２（2020）年にかけて増加し約６割を占めており、全国や都と比べると高く、

23 区と同じ水準となっています。しかし、依然として男性の８割台の水準には及ばず、

男女で雇用形態に違いが見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「国勢調査」総務省 令和２年 
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５ 女性の登用状況 
大田区の女性登用の状況をみると、審議会等においては女性委員の割合が 24.0％と

なっており 23 区中 21 番目、自治会長においては女性自治会長の割合が 6.9％と 23 区

中 17 番目と特に低くなっています。委員会等や管理職においても中位以下となって

いる状況です。 

 

審議会等 委員会等 
市町村防災会議
(会長を含む) 

管理職総数 
（うち一般行政職） 

自治会長 

24.0％ 

（21／23 位） 

23.1％ 

（15／23 位） 

14.0％ 

（11／23 位） 

14.4％ 

（13／23 位） 

6.9％ 

（17／23 位） 

※審議会等、委員会等については地方自治法（第 202 条の３）に基づくものが該当 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」 

内閣府男女共同参画局 令和６年度 

 
 

 

  

18.1

6.9

3.6

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

杉
並
区

江
東
区

練
馬
区

足
立
区

北
区

渋
谷
区

江
戸
川
区

新
宿
区

目
黒
区

中
野
区

豊
島
区

品
川
区

板
橋
区

港
区

中
央
区

文
京
区

大
田
区

千
代
田
区

葛
飾
区

荒
川
区

墨
田
区

台
東
区

世
田
谷
区

（％） 自治会長における女性比率

25.3

14.4

6.3 6.3

0

5

10

15

20

25

30

目
黒
区

港
区

台
東
区

千
代
田
区

渋
谷
区

練
馬
区

北
区

豊
島
区

江
戸
川
区

品
川
区

世
田
谷
区

中
央
区

大
田
区

杉
並
区

中
野
区

荒
川
区

新
宿
区

葛
飾
区

足
立
区

江
東
区

板
橋
区

文
京
区

墨
田
区

（％） 管理職（うち一般行政職）における女性比率

31.7

14.0

2.2

0

5

10

15

20

25

30

35

豊
島
区

江
戸
川
区

目
黒
区

渋
谷
区

江
東
区

港
区

世
田
谷
区

葛
飾
区

杉
並
区

荒
川
区

大
田
区

品
川
区

文
京
区

中
央
区

練
馬
区

板
橋
区

足
立
区

墨
田
区

台
東
区

中
野
区

千
代
田
区

新
宿
区

北
区

（％） 防災会議（会長を含む）における女性比率

53.8

23.1

11.5

0

10

20

30

40

50

60

目
黒
区

新
宿
区

渋
谷
区

千
代
田
区

文
京
区

中
野
区

荒
川
区

北
区

豊
島
区

品
川
区

中
央
区

杉
並
区

台
東
区

江
東
区

大
田
区

練
馬
区

板
橋
区

墨
田
区

港
区

葛
飾
区

足
立
区

世
田
谷
区

江
戸
川
区

（％） 委員会等における女性比率

40.2

24.0

19.8

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

港
区

目
黒
区

渋
谷
区

豊
島
区

杉
並
区

足
立
区

世
田
谷
区

新
宿
区

墨
田
区

中
野
区

文
京
区

葛
飾
区

中
央
区

江
戸
川
区

板
橋
区

台
東
区

北
区

千
代
田
区

練
馬
区

品
川
区

大
田
区

江
東
区

荒
川
区

（％） 審議会等における女性比率

５  女性の登用状況 ························  



 

22 

６ 配偶者暴力の相談件数 
（１）全国の配偶者暴力相談支援センターの相談件数 

全国の配偶者暴力相談支援センターで受け付けた相談件数の推移をみると、新型コ

ロナウイルス感染症拡大のあった令和２（2020）年度に 120,000件を超え平成 16（2004）

年度以降で最も多くなっています。令和３（2021）年度以降減少しましたが、令和５

（2023）年度に再び増加に転じました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数」内閣府男女共同参画局  令和５年度 

 

（２）東京都の配偶者暴力相談件数の推移 

東京都内の各施設で受け付けた配偶者暴力に関する相談件数の推移をみると、平成

29（2017）年以降増減を繰り返しており、令和５（202351）年度は 56,775 件となって

います。また、新型コロナウイルス感染症拡大のあった令和２（2020）年度は平成 16

（2004）年度以降最も多い 61,057 件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「東京都の配偶者暴力相談等件数の推移」東京都生活文化局 令和５年度 
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（３）大田区の配偶者等暴力に関する相談件数 

大田区で受け付けた相談件数の推移をみると、令和３（2021）年にＤＶに関する相

談件数が増加し、令和４（2022）年には 1,706 件と平成 30（2018）年以降最も多くな

っています。令和５（2023）年以降は減少に転じていますが、依然として 1,000 件を

超える相談が寄せられています。また、デートＤＶに関する相談は令和２（2020）年

以降一桁となっていましたが、令和６（2024）年は 16 件と増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：大田区 
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３ 第８期プランの総括 

第８期プランでは、区における男女共同参画に関する課題解決に向けた取組を推進す

るため、指標を設定しました。 

指標の達成状況は以下のとおりです。 

※達成状況は、「◎：目標達成」「〇：改善（策定時の現状値を上回る）」「△：変化なし（策

定時の現状値と同じ）」、「▼：低下（策定時の現状値を下回る）」となっています。 

 

 

個別目標 Ⅰ－１ 人権尊重と男女共同参画意識の向上 

項目名 策定時 目標値 最新値 
達成
状況 

「男は外で働き、女は家庭を守るべき

だ」という考え方に同感しない人（同

感しない、どちらかというと同感しな

い）の割合 

69.8％ 85％ 69.9％ △ 

人権講演会参加者のうち、「人権問題

に理解や関心がとても深まった区民」

の割合 

26.0％ 50％ 72.6％ ◎ 

◆「男は外で働き、女は家庭を守るべきだ」という固定的性別役割分担意識に同感し

ない人の割合は策定時からほとんど変化が見られません。 

◆人権講演会参加者のうち、「人権問題に理解や関心がとても深まった区民」の割合

は目標値を大きく上回りました。 

 

個別目標Ⅰ－２ あらゆる暴力の根絶 

項目名 策定時 目標値 最新値 
達成
状況 

「女性のためのたんぽぽ相談」の認知

度及び「ＤＶ相談ダイヤル」の認知度 

11.4％ 

 7.9％ 

20％ 

13％ 

11.0％ 

 7.4％ 
▼ 

ＤＶ防止に向けた意識啓発事業の実

施回数 
年５回 年５回以上 

年６回 

(令和６年度) 
◎ 

◆「女性のためのたんぽぽ相談」、「ＤＶ相談ダイヤル」ともに、大田区ホームペー

ジやおおた区報などで周知を行いましたが、認知度は策定時からほとんど変化が

見られません。 

◆ＤＶ防止に向けた意識啓発事業の実施回数は、男女平等推進センターでの講座（Ｄ

Ｖ防止講座２回、デートＤＶ防止出前講座１回及び展示３回のほか、職員向けのＤ

Ｖ防止研修１回実施するなど、年６回実施しました。  

第８期プランの総括  
3 

基本目標Ⅰ 誰もが尊重される安心・安全なまちを築きます 
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個別目標Ⅱ－１ 女性の活躍推進 

項目名 策定時 目標値 最新値 
達成
状況 

保育所入所率 

（大田区子ども・子育て計画） 
99.8％ 

100％ 

（令和６年度） 

100％ 

（令和６年度） 
◎ 

女性の再就職や起業に関する事業の

実施回数 
年５回 年５回以上 

年16回 

(令和６年度) 
◎ 

◆保育所入所率は、目標の100％を達成しました。 

◆女性の再就職や起業に関する事業の実施回数は、男女平等推進センターにて、女性

の再チャレンジ実践講座を２回、女性のため就労継続支援講座を２回及び女性の

ための広場を12回実施しました。 

 

個別目標Ⅱ－２ ワーク・ライフ・バランスの推進 

項目名 策定時 目標値 最新値 
達成
状況 

職場における男女の地位が平等であ

ると回答した人の割合 

(区政に関する世論調査) 

男性35.7％  

女性28.7％ 

(平成30年度) 

50％ 

男性40.1％ 

女性31.8％ 

(令和５年度) 

○ 

区男性職員における育児休業の 

取得率 

(職員のワーク・ライフ・バランス推

進プラン） 

13.3％ 

(令和元年度) 

30％ 

(令和６年度

から法改正に

より85％) 

66.7％ 

(令和５年度) 
○ 

◆職場における男女の地位が平等であると回答した人の割合は、目標値達成には至

っていませんが、策定時よりも増加が見られます。 

◆区男性職員における育児休業の取得率は令和元年度から大幅な上昇が見られ、当

初の目標である30％は達成していますが、令和６（2024）年度から１週間以上の育

児休業を取得する男性職員の割合の目標を85％以上に引き上げており、令和５

（2023）年度時点では達成されていません。 

 

  

基本目標Ⅱ 誰もが活躍できる環境づくりを応援します 
【女性の職業生活における活躍推進計画】 
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個別目標Ⅲ－１ 地域における女性の参画促進 

項目名 策定時 目標値 最新値 
達成
状況 

家庭生活における男女の地位が平等

であると回答した人の割合 

 (区政に関する世論調査) 

男性52.4％ 

女性38.0％ 

(平成30年度) 

62％ 

男性54.0％ 

女性40.4％ 

(令和５年度) 

○ 

男性の家庭参画に関する意識啓発事

業の実施回数 
年７回 年７回以上 

年18回 

(令和６年度) 
◎ 

 

◆家庭生活における男女の地位が平等であると回答した人の割合は、目標値達成に

は至っていませんが、策定時よりも増加が見られます。 

◆男性の家庭参画に関する意識啓発事業の実施回数は、男女平等推進センターにて

男性向け男女共同参画意識啓発講座２回、乳児と父親向け講座２回、父と子のため

のプレイパーク（パパの時間）を12回実施しており、目標を大きく上回りました。 

 

個別目標Ⅲ－２ 意思決定過程における男女共同参画の推進 

項目名 策定時 目標値 最新値 
達成
状況 

審議会等における女性委員の割合 28.6％ 40％ 
30.2％ 

(令和６年度) 
〇 

区役所における女性管理監督職 (事

務)の割合 

(職員のワーク・ライフ・バランス推

進プラン） 

26.4％ 

（令和元年度） 

40％ 

(令和７年度) 

28.5％ 

(令和５年度) 
〇 

 

◆審議会等における女性委員の割合は、令和６（2024）年度時点で30.2％と策定時よ

り上昇しているものの、目標値を下回っています。 

◆区役所における女性管理監督職(事務)の割合は、28.5％（管理監督職総数578人中、

女性管理監督職数165人）であり、目標値を下回っています。 

 

  

基本目標Ⅲ 女性の活躍で地域力を向上します 
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個別目標Ⅳ－１ 地域と協働した男女共同参画の推進 

項目名 策定時 目標値 最新値 
達成
状況 

区民協働による男女共同参画講座等

の参加団体数 
５団体 ７団体 

８団体 

(令和６年度) 
◎ 

 

◆８団体と協働し、エセナフォーラムにて、男女共同参画関連のワークショップを開

催しました。 

 

個別目標Ⅳ－２ 着実な計画の推進 

項目名 策定時 目標値 最新値 
達成
状況 

大田区では男女共同参画がとても推

進されている及び推進されていると

思う人の割合 

※最新値は「社会全体において男女の

地位は平等であると思う人の割合」

（男女共同参画に関する意識調査） 

10.6％ 15％ 
18.2％ 

(令和６年度) 
◎ 

大田区男女平等推進センター「エセナ

おおた」の認知度 
25.3％ 35％ 21.2％ ▼ 

 

◆大田区では男女共同参画がとても推進されている及び推進されていると思う人の

割合については、令和６（2024）年度における男女共同参画に関する意識調査から

設問を変更し、社会全体において男女の地位は平等であると思う人の割合18.2％

と比較しました。 

◆大田区男女平等推進センター「エセナおおた」の認知度は、策定時より下がってい

ます。 

 

 

 

 

 

基本目標Ⅳ 地域と協働して計画を進めます 
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第３章 

 

第３章 計画の基本的な考え方 

 

 

 

 

 

 

 

計画の基本的な考え方 
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将来像 

心やすらぎ 未来へはばたく 笑顔のまち 大田区 

１ 基本理念 

◆区がめざす姿 

区では、令和６（2024）年３月に区政運営の最も基本となる考え方をまとめた「大田

区基本構想」を策定しました。この基本構想では、「地域力を高める」、「多様な個性が輝

く」、「豊かなまちを未来へつなげる」という基本構想全体を貫く３つの基本理念を掲げ、

この基本理念のもとに、令和 22（2040）年頃の区のめざすべき将来像として「心やすら

ぎ 未来へはばたく 笑顔のまち 大田区」を定めています。 

また、令和７（2025）年３月には基本構想で掲げた将来像を実現することを目的とし

て「大田区基本計画」を策定しました。この計画では４つの基本目標を設定し、その下

に施策の方向性として具体的な取組を定めています。その中の基本目標２「文化を伝え

育み 誰もが笑顔でいきいき暮らすまち」の施策２－２「本人の意思に寄り添う権利擁護

の推進」、施策２－５「人々の相互理解と交流の促進」は本計画と関連が深い項目となっ

ています。 

 

【大田区基本計画 体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本理念  
1 

基本目標１ 

未来を創り出

すこどもたち

が夢と希望を

もって健やか

に育つまち 

基本目標４ 

安全・安心で

活気とやすら

ぎのある快適

なまち 

基本目標２ 

文化を伝え育

み 誰もが笑

顔でいきいき

暮らすまち 

基本目標３ 

豊かな環境と

産業の活力で 

持続的に発展

するまち 

２－１ 高齢者一人ひとりが充実した暮らしを送るための環境の整備  

２－２ 本人の意思に寄り添う権利擁護の推進 

２－３ 障がいの有無等にかかわらず、安心して暮らせる支援の充実  

２－４ 人や地域とのつながりでお互いに支えあう体制づくり 

２－５ 人々の相互理解と交流の促進 

２－６ 地域全体での健康づくりの推進と地域医療の充実 

２－７ スポーツの楽しさが広がる環境の整備 

２－８ 心ときめく豊かな地域をつくる 文化資源の創造と継承 

２－９ 生涯にわたる学びの支援 

２－２ 本人の意思に寄り添う権利擁護の推進 

２－５ 人々の相互理解と交流の促進 
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◆区がめざす男女共同参画社会 

本計画の策定にあたっては、これまでの第８期における基本理念を継承しつつ、区の

基本構想がめざす将来像の実現に向けて、広く区民に浸透するプランとするため、以下

のような基本理念を掲げます。 

 

 

 

 

 

 

 

すべての人が性別にかかわらず、お互いを尊重し、その個性と能力を発揮できる社会

の実現は、持続可能な地域づくりの基盤です。固定的性別役割分担意識にとらわれず、

多様な生き方や価値観を認め合う男女共同参画社会の実現を目指して、取組を推進して

いくことが重要です。 

男女共同参画や女性の社会参画が着実に進む一方で、固定的性別役割分担意識や無意

識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）による格差や差別、家庭・職場・地域等に

おける暴力やハラスメント、貧困や孤立など様々な困難を抱える女性の課題も依然とし

て存在しています。また、ＤＶや性暴力の根絶は、誰もが安心して暮らせる社会の前提

であり、早期発見と切れ目のない支援体制が不可欠です。 

本計画では、こうした現状を踏まえ、固定的性別役割分担意識の解消、女性の活躍推

進、困難を抱える女性への支援、暴力のない社会の実現といった視点を重視しながら、

すべての人の人権が尊重され、一人ひとりが自分らしく輝くことのできる男女共同参画

社会をめざします。 

 

  

基本理念（仮） 

 誰もがお互いを尊重し 自分らしく輝けるまち おおた 
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２ 計画の体系 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計画の体系  
2 

Ⅰ 

Ⅱ 

体系図 

見開き（左） 
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体系図 

見開き（右） 
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第４章 

第４章 各基本目標と取組 

 

 

 

 

 

 

 

各基本目標と取組 
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基本目標Ⅰ 誰もが尊重される社会をめざします 

 

 

 

 

 

 

 

個別目標Ⅰ―１ 人権尊重とジェンダー平等意識の向上 

 

 ①人権尊重の意識づくり 

 ②固定的な性別役割分担意識の解消 

 ③教育の場における理解促進 

 

めざす姿   

①すべての区民が互いの人権を尊重し、多様な生き方や価値観を認め合い、差別や偏

見のない意識が醸成されています。 

②性別にかかわらず、誰もが自分らしく暮らし、学び、働くことができ、固定的性別

役割分担意識や無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）にとらわれない考

え方が定着しています。 

③学校等教育の場において、人権や男女共同参画に関する理解が進み、誰もが性別に

かかわらず未来を選択でき、自分らしく生きられる社会が実現しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本目標Ⅰ 

誰もが尊重される 

   社会をめざします 
 

 

 

 

人権尊重とジェンダー平等意識の向上 

個別目標Ⅰ－１ 

 

 

 

アンコンシャス・バイアスとは「無意識の思い込み」とも表現され、何かを見聞

きした時などに無意識に「こうだ」と思い込むことをいいます。アンコンシャス・

バイアスは日々の生活の中にありふれており誰にでもある自然な心理ですが、そ

の存在に気付かないままでは、日常生活において自分や周りの人の可能性を無意

識に狭めてしまったり、誰かを傷つけてしまったりすることが考えられます。  

アンコンシャス・バイアスは過去の経験や見聞きしてきたことから生じるため、

完全になくすことはできません。そのため、まずは「自分にも思い込みがあるかも

しれない」と意識することが大切です。男女共同参画を進めていくためにも、一人

ひとりがアンコンシャス・バイアスを理解し、行動を変えていくことが重要です。 

   アンコンシャス・バイアスとは  
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現状と課題   

●大田区男女共同参画に関する意識調査において、「男は外で働き、女は家庭を守るべ

きだ」という考え方に「同感しない」と答えた人は、令和元（2019）年度は 69.8％、

５年後の令和６（2024）年度は 69.9％と、ほとんど数値に変化はありませんでした。

これにより、男女共同参画の意識が進まずに、依然として固定的な性別役割分担意

識が残っていることが推察され、さらなる理解啓発が必要であることがわかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「大田区男女共同参画に関する意識調査」大田区 令和６年 

  

男
性

女
性

全
体

4.1

4.2

3.5

5.5

5.8

4.9

3.0

2.9

2.7

22.4

21.8

31.6

23.2

25.2

37.9

22.3

20.0

27.3

24.6

26

25.1

23.9

24.5

17.5

25.1

27.3

30.5

45.3

43.8

26.7

44.5

42.3

24.2

45.6

44.9

28.0

11.6

13.3

10.4

3.6

4.3

1.5

2.9

2.2

2.1

4.0

4.8

1.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

令和６年(n=687)

令和元年(n=697)

平成26年(n=744)

令和６年(n=272)

令和元年(n=274)

平成26年(n=285)

令和６年(n=399)

令和元年(n=414)

平成26年(n=443)

同感する どちらかというと同感する どちらかというと同感しない

同感しない わからない（平成26年のみ） 無回答



 

38 

●令和６（2024）年の意識調査では「過去５年間に職場や学校等でハラスメントを受

けたことや見たことはあるか」という問いに対しては、「受けたことも、見たことも

ない」が 34.2％と最も多く、次いで「パワー・ハラスメントを受けたことがある」

が 31.7％、「受けたことがないが、見たことはある」が 22.6％と、パワハラの被害

者や目撃者が３～４人に 1 人いることがわかります。職場や学校でのハラスメント

防止については、働く人（従業員）や児童・生徒に対しての取組だけでなく、事業

者や学校への働きかけや理解啓発や被害者からの相談を受ける体制づくりが大切

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「大田区男女共同参画に関する意識調査」大田区 令和６年  

セクシュアル・ハラスメントを受けたことがある

パワー・ハラスメントを受けたことがある

ジェンダー・ハラスメントを受けたことがある

マタニティ・ハラスメントを受けたことがある

カスタマー・ハラスメントを受けたことがある

就活ハラスメントを受けたことがある

アカデミック・ハラスメントを受けたことがある

その他のハラスメントを受けたことがある

受けたことはないが、見たことはある

受けたことも、見たこともない

無回答
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4.3 

18.3 

2.0 
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女性（n=399)
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施策の方向性   

１ 人権尊重の意識づくり 

男女共同参画社会の実現には、性別をはじめとしたさまざまな違いにより差別さ

れることなく、一人ひとりの人権が尊重されることが重要です。人権侵害となる不

当な誹謗中傷や、高齢者・障がい者・児童に対する虐待、職場や家庭におけるハラ

スメントなどを防止するため、ホームページやポスター等さまざまな機会を捉え、

意識啓発を行います。 

 

固定的な性別役割分担意識の解消 

個人の能力とは関係のない性別を理由とした固定的な性別役割分担意識を解消

し、男女共同参画を推進していくため、幅広い世代への広報・啓発活動を進めると

ともにさまざまな情報を収集し、発信します。 

 

教育の場における理解促進 

学齢期からの男女共同参画意識を育むため、学校教育においては教職員や保護者

への啓発を促進します。また、社会教育の場においては関係団体をはじめとした地

域の区民に向けて広く意識醸成を図ります。 

 

重点事業   

No. 事業名 事業内容 所管課 

1 
区民への人権意

識の啓発 

啓発冊子や講演会、パネル展、区報人権特集

号など、様々な方法と機会を活用して、地域

での人権尊重と男女共同参画社会の理解が

深まるよう取り組みます。 

人権・男女平等
推進課 

2 
男女共同参画に

関する啓発 

アンコンシャス・バイアスなど、性に基づく

固定的な役割分担意識を解消するため講座

や展示等による啓発をすすめます。 

人権・男女平等

推進課 

3 

男女共同参画に

関する情報誌等

の作成・配布 

情報誌「パステル」の発行や区報特集号、ホ

ームページ等を通じて、男女共同参画の視点

を持ち、親しみやすくわかりやすい情報の提

供に努め、男女共同参画の意識づくりを図り

ます。 

人権・男女平等
推進課 

4 

男女平等の視点

に立った職員の

研修及び意識啓

発 

男女平等の視点に立った事業執行ができる

よう職員研修を実施し、職員の育成を推進し

ます。また、あらゆる機会を捉えて、職員一

人ひとりが男女共同参画社会の実現に向け

ての認識と理解を深めるよう意識啓発を図

ります。 

人事課 
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No. 事業名 事業内容 所管課 

5 

男女共同参画の

視点に立った社

会教育事業 

社会教育・生涯学習事業の実施において、男

女共同参画の視点で取り組みます。 
地域力推進課 

6 
小・中学生への

人権意識の啓発 

区発行の啓発冊子にてさまざまな人権につ

いて学ぶとともに、ポスターや標語、作文の

作成などを通じて人権意識を修得します。 

人権・男女平等
推進課 

指導課 

7 

小中学校におけ

る多様な性に関

する理解促進 

児童生徒に多様な性に関する理解を進め、学

校生活の中で性的マイノリティへの差別が

生じることがないよう指導します。 

指導課 

8 
道徳授業地区公

開講座 

保護者や地域住民など誰もが参加できる公

開講座を開催します。学校・家庭・地域が道

徳教育への共通理解を深め、連携すること

で、児童・生徒が他者を尊重し生命を尊ぶ心

を育てます。 

指導課 

 

関連指標   

指標項目 現状値 目標値 

今の日本は、人権が尊重されている社会だと思う区民

の割合 

令和６年度 

66.5％ 

令和 11 年度 

70％ 

「男は外で働き、女は家庭を守るべきだ」という考え方

に同感しない人（同感しない、どちらかというと同感し

ない）の割合 

令和６年度 

69.9％ 

令和 11 年度 

85％ 

「社会全体」で男女の地位は「平等である」と答えた区

民の割合  

令和６年度 

18.2％ 

令和 11 年度 

30％ 
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個別目標Ⅰ―２ 多様な個性を認める意識の醸成 

 

 ①ジェンダー平等と多文化共生の推進 

 ②多様な性に関する理解推進 

 
［関連法］性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の

増進に関する法律 

めざす姿   

①区内在住の外国人への理解が進むとともに、外国人自身が日本の生活習慣や文化、

区の男女共同参画に関する取組等を理解し、相互協力関係にある共生社会が形成

されています。 

②誰もが性的指向や性自認等の違いによる多様性を尊重し、互いに認め合う社会が

実現しています。 
 

現状と課題  

●大田区在住の外国人数は、第２章に掲載（14 ページ「区内在住の外国人数」）のと

おり、令和３（2021）年と令和４（2022）年に一時減少したものの、それ以外は年々

増加し、令和７年１月には３万２千人を突破しています。これらの外国人が、生活

や文化の違いを理解するとともに、区の男女共同参画に関する取組についても理解

できるよう、多言語化対応や相談体制における工夫などが必要です。 

●令和５（2023）年にジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増

進に関する法律（理解増進法）が成立したことにより、多様な性について取り上げ

られる機会が増えましたが、インターネット上などにはＳＯＧＩ（ＳＯＧＩＥ）や

ＬＧＢＴ（ＬＧＢＴＱ＋）に関する偏見や間違った情報も混在しており、今後も正

しい理解に向けての情報発信が重要です。 

●「ＳＯＧＩ」や「ＬＧＢＴＱ」など、性の多様性に関する用語についての認知度は、

男女共同参画に関する意識調査において、「ＬＧＢＴＱ（前回はＬＧＢＴ）」につい

ては、61.1％（令和元年度）から 68.6％（令和６年度）へと増加しており、認知度、

内容理解度ともに高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「ＳＯＧＩ」は令和６（2024）年調査から追加 

出典：「大田区男女共同参画に関する意識調査」大田区 令和６年  
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68.6 

61.1 

78.0 

51.6 

14.8 

20.4 

17.1 

16.0 

24.2 

72.2 

8.4 

18.2 

3.1 

20.7 

2.6

2.6

3.6

2.9

3.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和６年（n=687)

令和６年（n=687)

令和元年（n=697)

令和６年（n=687)

令和元年（n=697)

言葉も内容も

知っている

内容は知らないが

聞いたことはある

知らない 無回答

ジェンダー

ＬＧＢＴＱ

ＳＯＧＩ

多様な個性を認める意識の醸成 

個別目標Ⅰ－２ 
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施策の方向性   

ジェンダー平等と多文化共生の推進 

区内在住の外国人が、言語や文化・価値観の違いにより、地域で孤立しないよう、

相談体制を整備するとともに、外国人に向けての男女共同参画に関する区の取組に

ついての理解促進を図ります。 

 

多様な性に関する理解推進 

一人ひとりが多様な性について理解し、性的少数者（マイノリティ）に対する誤

解や偏見、差別をなくすよう、意識啓発を図ります。 

  

 

 

 

◆ＬＧＢＴＱ 

Ｌ（レズビアン：女性同性愛者）、Ｇ（ゲイ：男性同性愛者）、Ｂ（バイセクシュ

アル：両性愛者）、Ｔ（トランスジェンダー：出生時の戸籍上の性と性自認が一致

しない人）、Ｑ（クエスチョニング／クィア：性自認、性的指向が定まっていない、

定めていない人）の頭文字をとった言葉で、性的少数者の総称のひとつです。 

ＬＧＢＴＱ以外にも、「アセクシャル（男女どちらにも恋愛感情を抱かない人）」、

「Ｘジェンダー（自分の性を決められない、わからない人）」など、様々な性のあ

り方があります。ＬＧＢＴＱの末尾に「＋」をつけることで、これらに当てはまら

ない多様な性を表現しています。 

 

◆ＳＯＧＩ（ソジ、ソギ） 

恋愛感情や性的な関心がどの性に向いているかを示す「性的指向（ Sexual 

Orientation）と、自分が認識している性別を示す「性自認（Gender Identity）」

の英語の頭文字をとった言葉です。最近では自分の性をどう表現するかを示す「性

表現（Gender Expression）」も含めて「ＳＯＧＩＥ」（ソジー）とも表現されます。 

ＳＯＧＩとは性のあり方を示すものであり、異性愛の人も含めたすべての人が

持っている属性のことをいいます。こうしたＳＯＧＩに関するハラスメントにつ

いて、令和２（2020）年６月に施行された改正労働施策総合推進法によって防止対

応が企業や地方自治体に義務付けられています。 

   ＬＧＢＴＱ、ＳＯＧＩとは  
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重点事業   

No. 事業名 事業内容 所管課 

1 相談・情報提供 

相談窓口において、多言語で生活相談や生活

情報支援を行います。また、区や国際都市お

おた協会のホームページ等において、外国人

区民が必要とする災害時情報等を発信しま

す。 

地域力推進課 

2 

外国人に向けた

男女共同参画の

啓発 

外国人に区の男女共同参画の取組を理解し

ていただくため、ホームページや冊子などで

多言語による案内など、わかりやすい啓発を

実施します。 

人権・男女平等
推進課 

3 
区民への多様な

性に関する啓発 

性自認や性的指向による差別を防ぐため、セ

ミナーの開催やポスター展、ホームページ等

により広く啓発を進めます。 

人権・男女平等
推進課 

4 

多様な性に関す

る職員の理解推

進 

性的マイノリティへの窓口対応における注

意事項などについて、区職員を対象とした職

員研修を行います。 

人権・男女平等
推進課 

 

関連指標   

指標項目 現状値 目標値 

次の用語について、言葉も内容も知ってい

る人の割合 

令和６年度 

ＬＧＢＴＱ68.6％ 

ＳＯＧＩ  10.3％ 

令和 11 年度 

ＬＧＢＴＱ75％ 

ＳＯＧＩ  30％ 

日本人と外国人が互いに認めあい、暮らし

ていると思う区民の割合 

令和６年 

日本人 57.5％ 

令和４年 

外国人 79.8％ 

令和 11 年度 

日本人 61.2％ 

外国人 85.8％ 
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基本目標Ⅱ 安全・安心に過ごせるまちを築きます 

 

 

 

 

 

 

 

個別目標Ⅱ―１ ジェンダーに基づく暴力（ＧＢＶ）の根絶【大田区配偶者等から

の暴力の防止及び被害者の保護等のための計画】 

 

 

 

 ①あらゆる暴力の防止に関する意識啓発 

 ②配偶者等からの暴力における被害者の保護・支援 

 

［関連法］配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 

めざす姿   

①誰もがあらゆる暴力や性暴力、虐待や人権侵害に対して「暴力はゆるさない」とい

う意識を持ち、安心して生活していく環境が実現しています。 

②配偶者等からの暴力（ＤＶ）で保護が必要な方に対して、関係機関が相互に協力し、

迅速な支援がいつでも提供できる体制が整備されています。 

 

現状と課題   

●第８期プランでは、「女性のためのたんぽぽ相談」及び「ＤＶ相談ダイヤル」の認知

度の目標をそれぞれ 20％、13％とし、周知に取り組んできましたが、令和６（2024）

年の区民意識調査では 11.0％、7.4％と、プラン策定時の令和元（2019）年度の数

値である 11.4％と 7.9％と比較して、逆にやや減少しているという結果でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

利用したことがある

0.4%
知っているが、利用

したことはない

10.6%

知らない

86.0%

無回答

2.9%

n=687

女性のための「たんぽぽ相談」の認知度

12.7

7.4

5.8

5.5

1.6

67.2

0.3

13

0 20 40 60 80

大田区役所の生活福祉課

大田区配偶者暴力相談支援センターの

ＤＶ相談ダイヤル

東京ウィメンズプラザ

東京都女性相談支援センター

大田区男性相談ダイヤル

どこも知らない

その他

無回答

（％）ＤＶ・性暴力等の相談先の認知度

基本目標Ⅱ 

安全・安心に 

     過ごせるまちを築きます 
 

 

 

 

ジェンダーに基づく暴力（ＧＢＶ）の根絶 

（ＧＢＶ：Gender – based Violence） 

【大田区配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等のための計画】  

個別目標Ⅱ－１ 

出典：「大田区男女共同参画に関する意識調査」大田区 令和６年 
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●令和６（2024）年の意識調査では、男女ともにＤＶの被害経験を相談しなかった人

が過半数を占めています。その理由として「相談する（打ち明ける）ほどのことで

はないと思ったから」が 66.2％と最も高く、「自分にも悪いところがあると思った

から」も 24.5％で続いています。被害を重く捉えられなかったり、自分を責めたり

するケースがうかがえることから、ＤＶ等の暴力に関する正しい周知啓発をより強

化する必要があります。「解決しないと思ったから（22.3％）」のほか、「どこに（だ

れに）相談すればよいかわからなかった（12.9％）」という理由もあげられており、

被害者に寄り添った相談支援に加え、相談先の周知強化を図る必要があることがわ

かります。 

 

【ハラスメント被害、ＤＶ被害の相談状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ＤＶ・性暴力等を相談しなかった理由】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「大田区男女共同参画に関する意識調査」大田区 令和６年 

  

相談する（打ち明ける）ほどのことではないと思ったから

自分にも悪いところがあると思ったから

相談しても（打ち明けても）解決しないと思ったから

自分さえ我慢すればよい、仕方がないと思ったから

相談できる（打ち明けられる）人がいなかったから

自分が受けた行為を相談する（打ち明ける）のは恥ずかしい、抵抗があったから

どこ（だれ）に相談すれば（打ち明ければ）よいかわからなかったから

他人に負担や迷惑をかけたくなかったから

相談した（打ち明けた）ことがわかったときの仕返しが恐いから

そのうち、暴力行為が減るかもしれないと思ったから

その他

無回答

66.2 

24.5 

22.3 

19.4 

14.4 

14.4 

12.9 

10.1 

4.3 

2.9 

3.6 

0.7 

73.8 

32.9 

19.0 

16.2 

8.6 

10.0 

5.7 

9.0 

1.0 

1.4 

1.4 

3.8 

0 20 40 60 80 100
(%)

今回調査（n=139)

前回調査（n=210)

ＤＶ被害

31.6

37.0

13.3

40.6

65.5

61.4

84.0

55.6

2.9

1.6

2.7

3.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性（n=174)

女性（n=254)

男性（n= 75)

女性（n=133)

相談（報告）した 相談（報告）しなかった 無回答

ハラスメン

ト被害

ＤＶ被害
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●すべての人が安全・安心に暮らすことのできる地域社会を実現するためには、あら

ゆる暴力の根絶と、困難な状況に置かれている人々への支援が欠かせません。特に、

配偶者やパートナーからの暴力（ＤＶ）や性暴力等は、人権を著しく侵害するもの

であり、その防止と被害者への切れ目のない支援が求められています。 
 

施策の方向性   

１ あらゆる暴力の防止に関する意識啓発 

ジェンダーに基づくあらゆる暴力を防止するため、セミナーや講座の開催、若い

世代からの教育等、理解啓発を推進し、相談機関の周知を図ります。また、こども

達が性暴力を認識し、被害に遭った場合は大人に相談することができるよう相談体

制の整備や、こども達がインターネットで性犯罪等に巻き込まれないためのメディ

アリテラシー向上の取組を進めます。 

 

配偶者等からの暴力における被害者の保護・支援 

配偶者等からの暴力を受けた被害者への相談体制を充実させるとともに、関係機

関との連絡を強化し、適切な支援につなげます。こどもの目前での配偶者からの暴

力は児童虐待にあたるため、保育所、幼稚園、学校、警察、医療機関等との連携強

化や相談体制の強化を進める必要があります。 

 

◆連携する計画：おおた教育ビジョン、大田区こども未来計画、大田区地域福祉計画等 

重点事業   

No. 事業名 事業内容 所管課 

1 
暴力防止に関す

る講座の実施 

デートＤＶ、ストーカー、性犯罪防止等につ

いて、暴力は重大な人権侵害であるという認

識について、広く共有されるよう講座等を実

施します。 

人権・男女平等
推進課 

2 

若い世代に向け

た啓発と教育の

推進 

若い世代を対象とした「性感染症予防講演

会」を学校等で実施するとともに、インター

ネット等からこども達が性被害等に遭わな

いためのメディアリテラシーに関する啓発

を行います。 

感染症対策課 

指導課 

3 
被害の早期発見

及び相談 

各種相談事業において、被害者の状況に合わ

せて相談を受け、関係機関と連携を図ること

で適切な機関に早期につなげます。 

窓口（参考）：ＤＶ相談ダイヤル、婦人相談、す

こやか赤ちゃん訪問事業・乳幼児健診、こどもと

家庭に関する総合相談、子育てひろば・子育て相

談、教育相談、区民相談、多言語相談窓口等 

人権・男女平等
推進課 

各生活福祉課 

各地域健康課 

子ども家 庭 支
援センター 

指導課 

教育センター 

広聴広報課 

地域力推進課 
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No. 事業名 事業内容 所管課 

4 
安全確保及び生

活支援 

緊急保護を要する女性や母子については、各

関係機関・民間団体と連携を図り、世帯の安

全確保に努めます。また、子どもの保護が必

要な場合は、児童相談所に一時保護を依頼し

ます。 

また、被害者の状況に合わせ適切な機関を案

内し、困窮状況により生活保護の相談につな

げるほか、学校及び保育園等の申込みや離婚

の手続き、居所の相談、就労支援、保護命令

の制度等についても情報提供し、必要に応じ

て同行等の支援を行います。 

各生活福祉課 

5 
こどもへの支援

体制の整備 

住民登録のない被害者のこどもに乳幼児健

診や予防接種を実施し、保健所及び出張育児

相談等で相談に応じます。また、就学前児童

に対し、保健師や予約制の心理相談により心

理面の相談に応じます。なお、住民登録のな

い被害者が妊娠している場合、妊婦健診につ

いて相談に応じます。 

また、配偶者間の暴力などで心理的な虐待を

受けたこどもや、両親等からの身体・ネグレ

クトなどの虐待を受けたこどもに対し、早期

に訪問等の支援を行います。 

感染症対策課 

各地域健康課 

子ども家 庭支
援センター 

6 

配偶者暴力相談

支援センターの

運営 

配偶者暴力相談支援センターの事務局とし

て、ＤＶ被害者が安心して生活ができるよう

支援体制の調整等を行います。併せて、支援

機関との連携がスムーズにこなせるように

調整等を行います。 

人権・男女平等
推進課 

7 
関係機関との連

携強化 

被害者に適切な保護と支援が行われるよう、

関係機関等との連携強化に努めます。特に子

ども家庭支援センターや警察署などとの被

害者支援のための情報共有を行います。 

人権・男女平等
推進課 
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関連指標   

指標項目 現状値 目標値 

「ＤＶ相談ダイヤル」の認知度 
令和６年度 

7.4％ 

令和 11 年度 

13％ 

ＤＶ被害を受けた経験のある人のうち、誰

にも相談していない人の割合 

令和６年度 

66.2％ 

令和 11 年度 

40％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

デートＤＶとは、交際関係にある者の間で起こる暴力のことをいいます。ＤＶ

と同じく、身体的暴力に限らず言葉による暴力、精神的な支配、経済的な制限、性

的な強要など多岐にわたります。「男だから」、「女だから」といった性別に対する

思い込みや暴力を軽くとらえるような誤った情報や考え方、束縛を愛情と思い込

むといったことなどからデートＤＶは生じます。 

デートＤＶは中学生や高校生等の若年層の間でも発生し、見えにくく、気付き

にくいことがデートＤＶの最大の問題点です。心や体にダメージを追うだけでは

なく、自信をなくしたり、人間関係が狭くなったりすることも問題です。さらに

「いつか変わるかも」と我慢してしまい、支配されている状況から抜け出すこと

が難しくなるケースもあります。 

相手の意思や尊厳を踏みにじる行為は、いかなる場合も暴力に該当します。デ

ートＤＶは暴力の定義や形態について正しく理解し、早い段階で「これはおかし

い」と気づけることが重要です。また、デートＤＶは自分で解決することがとても

難しい問題であることから、ひとりで悩まず、信頼できる人や相談窓口に相談す

ることが大切です。 

 

  
 デートＤＶとは  

バクハツ期 
暴力をふるう 

ラブラブ期 
反省し別人のように 

優しくなる 

イライラ期 
すぐに機嫌が 

悪くなる 

ＤＶサイクル 
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個別目標Ⅱ―２ ジェンダーの視点に立った生活上の困難に対する支援【大田区困

難な問題を抱える女性への支援に関する基本計画】 

 

 

 

 ①生活上の困難を抱えた女性等への支援 

 ②関係機関等と連携した支援体制の強化 

 

［関連法］孤立・孤独対策推進法、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 

めざす姿   

①区の相談機関や支援機関が、悩みを抱える女性等の相談にいつでも対応でき、問題

の解決に役立っています。 

②さまざまな困難な問題を抱える方への支援が、各関係機関の連携により、迅速かつ

丁寧に実施されています。 

 

現状と課題   

●婦人保護事業は、昭和 31（1956）年に売春防止法が制定され、売春を行うおそれの

ある女子を保護する目的で開始されました。その後およそ 70 年が経ち、現在では生

活困窮、性暴力・性犯罪被害、家庭内のさまざまな問題など、ジェンダーに関わる

課題は複合化、複雑化しています。また、これらの問題に加えて、人種や性別、障

がいの有無、性的指向、性自認などに関連した差別が重なる複合差別や交差性

（Intersectionality）にも配慮しなければなりません。令和６（2024）年４月に「困

難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が成立しました。各種講座やセミナ

ー、区報やホームページ等、さまざまな媒体を活用し、困難な問題を抱える女性等

に対する支援窓口の更なる周知啓発が必要です。 

●若年層においては、家にも学校にも居場所が無くなり、インターネットやＳＮＳで

居場所を求め、犯罪等に巻き込まれる恐れがあります。 

●高齢者については、我が国の高齢化率（65 歳以上の人口）は 29.3％（令和７年度版

高齢者白書）と高齢化が進んでいますが、特に単身の女性は、それまでの働き方や

男女間の雇用格差の影響により経済的に困難な状況に陥りやすく、また、男性につ

いては地域社会とのつながりに乏しく孤立しやすいという問題があります。 

●対象者の把握から自立までの多様な支援を切れ目なく包括的に提供し支援するため、

関係機関と連携した支援体制の強化が重要です。 

  

ジェンダーの視点に立った生活上の困難に対する支援 

【大田区困難な問題を抱える女性への支援に関する基本計画】 

個別目標Ⅱ－２ 
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【女性支援の強化・新規事業案】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「大田区男女共同参画に関する意識調査」大田区 令和６年 

 

施策の方向性   

１ 生活上の困難を抱えた女性等への支援 

性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性その他さまざまな事情により日常

生活または社会生活を円滑に営むうえで困難な問題を抱える女性等について、相談

対応や事業の周知・啓発を行います。 

 

関係機関等と連携した支援体制の強化 

困難な問題を抱える女性等に対して、迅速に適切な支援につなげられるよう、関

係機関や民間団体等との連携体制を強化します。 

 

◆連携する計画：大田区地域福祉計画（大田区高齢者福祉計画等を含む）、 

大田区こども未来計画等 

  

どの女性相談支援員であっても質の高い相談ができる

関係機関や民間団体等とのネットワーク強化により
自立に至るまでの支援が適切に提供される

特に若年女性について、公的機関と民間機関が密接に連携し、安心・安全な居場所や
食事の提供など日常生活を支援するとともに、若年女性の自立をバックアップする

保護施設のＤＶ被害等女性について、地域で自立するため、退所に向けたサポートが
提供されるとともに、退所後も地域生活を定着させるための支援が継続的に享受される

特に暴力被害女性について、専門性の高い相談ができる

多様な相談対応や自立に向けた支援を担う民間団体を育成し、
地域全体の支援レベルを向上させる

ＩＣＴを活用し支援に関する記録等の情報を一括管理して、
迅速で適切な支援につなげる

その他

無回答

42.5 

33.6 

31.0 

30.3 

21.4 

20.8 

14.8 

2.3 

9.0 

18.3 

36.8 

31.3 

35.7 

29.4 

24.6 

16.2 

14.3 

3.3 

7.4 

46.1

35.3

27.8

31.3

19

24.3

15.5

1.8

9.8
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(%)

全体（n=687)

男性（n=272)

女性（n=399)
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重点事業   

No. 事業名 事業内容 所管課 

1 
女性のための相

談 

自分自身の生き方や性格、夫婦や親子などの

家族・親族関係、職場や学校などでの人間関

係、心身の不調や女性特有の病気、仕事、適

職、各種ハラスメントやキャリアアップなど

の仕事関係、女性の様々な悩み相談を受ける

とともに、必要に応じて専門相談窓口の案内

も行います。 

人権・男女平等
推進課 

2 
女性相談・家庭

相談の実施 

様々な事情により困難な問題を抱えた女性

や母子世帯に関する相談に対応します。ま

た、家庭内の様々な悩みや心配事などの相談

を受け、適切な助言を行います。 

各生活福祉課 

3 
母子生活支援施

設への入所 

子どもの養育に欠ける母子世帯を、母子生活

支援施設に入所させ、自立促進に向けて支援

を行います。 

各生活福祉課 

4 

こども・若者相

談及び居場所事

業 

さまざまな困難を抱える区内在住・在勤・在

学の概ね 15 歳から 39 歳のこども・若者及び

その家族を対象に、相談窓口を設置し、関係

機関と連携して適切な支援につなげます。ま

た、気軽に立ち寄れる居場所を併設し、交流

や体験活動を通じて社会的自立を支援しま

す。 

子ども家 庭支
援センター 

5 
男性相談ダイヤ

ル 

男性のための電話相談窓口です。家庭のこと

や自分自身の生き方、職場での人間関係、そ

の他さまざまな悩みに専門の男性相談員が

対応しています。 

人権・男女平等
推進課 

6 
関係機関との連

携強化 

被害者に適切な保護と支援が行われるよう、

関係機関等との連携強化に努めます。特に子

ども家庭支援センターや警察署などとの被

害者支援のための情報共有を行います。ま

た、東京都配偶者暴力相談支援センターや他

区市町村など、関係自治体間と相互に連携を

図ります。併せて、民間シェルター運営事業

者など被害者支援において幅広い活動を行

っている民間団体等についても、連携のため

の方策を検討します。 

人権・男女平等
推進課 

各生活福祉課 
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No. 事業名 事業内容 所管課 

7 
庁内関係部署と

の連携強化 

被害者に適切な手続きや支援がスムーズに

行えるよう、関係部署と連携を図ります。 

人権・男女平等
推進課 

各生活福祉課 

 

関連指標   

 

指標項目 現状値 目標値 

子育てに悩んだり困ったりした時に相談

できる人、又は、相談できる場所がある区

民の割合 

なし 

（今後調査予定） 

令和 11 年度 

現状値把握次第設定 

自分は孤独だと感じる区民の割合 

令和６年度 

男性 27.6％ 

女性 26.1％ 

令和 11 年度 

20％ 

 

  



 

53 

個別目標Ⅱ―３ 防災・復興における男女共同参画の推進 

 

 

 

 ①防災・復興現場における女性の参画拡大 

 ②男女共同参画の視点に立った災害対応と避難所の運営 

 

めざす姿   

①防災会議等、区の防災や復興に関する方針決定過程において、全体の委員のうち半

数近くを女性委員が占めるなかで、男女共同参画の視点を取り入れたさまざまな

取組が進められています。 

②避難所運営等に若年層を含めた女性が参画し、女性と男性のニーズ等の違いに配

慮した支援が行われています。 

 

現状と課題   

●国の第５次男女共同参画基本計画（令和２（2020）年 12 月に閣議決定）では、区市

町村の防災会議における女性委員比率の目標は、令和７（2025）年までに 30％とな

っています。これに対し大田区では、令和３（2021）年は 12.3％でしたが令和４（2022）

年は 22.4％と大きく拡大しました。しかし、その翌年は低下し、令和６（2024）年

には 14.0％と、都の平均（14.3％）よりやや低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」 

内閣府男女共同参画局 令和６年度 

 

●災害時におけるニーズや配慮すべき点は、女性と男性とでは異なり、避難所での対

応などに男女双方の視点を反映していく必要があるため、防災分野への女性の参画

を今後も推進することが重要です。  
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大田区 都平均

防災・復興における男女共同参画の推進 

個別目標Ⅱ－３ 
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施策の方向性   

１ 防災・復興現場における女性の参画拡大 

区の防災会議等、防災や復興に関する方針決定過程における女性委員の参画を拡

大し、防災担当の女性職員の増や、女性防災リーダー等の人材育成に取り組みます。 

 

男女共同参画の視点に立った災害対応と避難所の運営 

拠点本部への積極的な女性の参画を図り、女性からみた視点や避難所での女性へ

の配慮など、ジェンダーを考慮した計画づくりを行います。また、大田区立男女平

等推進センター「エセナおおた」において防災に係る講座や展示を実施し、男女共

同参画の視点による防災の考え方について啓発します。発災後は、避難所では出し

にくい女性の声を受け止める意見交換の場を「エセナおおた」にて開設します。 

 

◆連携する計画：大田区地域防災計画等 

重点事業   

No. 事業名 事業内容 所管課 

1 

方針決定過程へ

の女性の参画促

進 

防災・復興分野に男女共同参画の視点を取り

入れていくため、大田区防災会議などの方針

決定過程において、委員の男女比ができるだ

け均衡となるよう女性委員の参画を促進し

ます。 

防災危機 管理
課 

2 

防災関連有資格

女性の拠点への

配置 

女性防災士、防災コーディネーター、女性防

災リーダー、防災スペシャリスト等、防災分

野における女性資格者を防災危機管理課及

び各学校防災活動拠点に配置します。 

防災危機 管理
課 

3 
女性資格者の養

成 

防災分野における女性資格者（女性防災士、

防災コーディネーター、女性防災リーダー、

防災スペシャリスト等）を養成します。 

防災危機 管理
課 

4 

男女共同参画の

視点に立った避

難所運営 

男女共同参画の視点に立った避難所の運営

を実施するため、学校防災活動拠点標準マニ

ュアル等を整備します。 

防災危機 管理
課 

5 

女性の視点を反

映した防災対策

や避難所の運営

（学校防災活動

拠点事業） 

自治会・町会を主とした地域住民が運営主体

となる「学校防災活動拠点」に対して、災害

時に協力体制を築けるよう活動を支援し、女

性の視点を反映した防災・防犯対策や避難所

運営を推進します。 

地域力推進課 
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No. 事業名 事業内容 所管課 

6 

男女共同参画の

視点での防災等

対策に関する周

知・啓発 

男女共同参画の視点での防災等対策に関す

るセミナーの開催など、周知・啓発事業を実

施します。 

人権・男女平等
推進課 

 

関連指標   

指標項目 現状値 目標値 

各学校防災活動拠点（現在 91 か所）が作成

する「各学校防災活動拠点活動マニュアル

等」の整備数 

令和８年度から策定予定 

－ 

令和 11 年度 

全 91 か所 

区職員のうち女性資格者（女性防災士、防

災コーディネーター、女性防災リーダー、

防災スペシャリスト等）の養成数 

令和６年度 

５人以下 

令和 11 年度 

10 人以上 

防災会議・部会の開催回数及び女性委員の

参加割合 

令和６年度 

防災会議年２回 

女性委員 14.0％ 

令和 11 年度 

防災会議年３回 

女性委員   30％ 
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基本目標Ⅲ 誰もが活躍できる環境づくりを応援します 

 

 

 

 

 

 

 

個別目標Ⅲ―１ 仕事と家庭の両立に向けた取組の強化【大田区女性の職業生活に

おける活躍推進計画】 

 

 ①女性の活躍推進及び就労支援・就労継続支援 

 ②子育て世代・介護者への支援 

 ③政策・方針決定の場における女性の参画促進 

 

［関連法］女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 

めざす姿   

①あらゆる分野での女性の参画拡大が進み、女性も男性も性別を意識することなく

活躍でき、指導的地位にある人々の性別に偏りがない社会が実現しています。 

②子育てや介護に関する支援事業が充実しており、計画的な活用だけでなく急に利

用したい場合であっても対応する受け皿的事業があるため、誰もが安心して子育

て・介護をしながら就労が継続できています。 

 

現状と課題   

●区では審議会等における女性委員の割合を高めるよう働きかけてきましたが、令和

６年度の女性比率では、都の目標（40％以上）に届かないばかりか、都内平均（30.8％）

より低い、24.0％でした。 

 

【大田区の女性登用状況】 （ ）内は 23 区中の順位 

審議会等 委員会等 
市町村防災会議
(会長を含む) 

管理職総数 
（うち一般行政職） 

自治会長 

24.0％ 

（21／23 位） 

23.1％ 

（15／23 位） 

14.0％ 

（11／23 位） 

14.4％ 

（13／23 位） 

6.9％ 

（17／23 位） 

※審議会等、委員会等については地方自治法（第 202 条の３）に基づくものが該当 

 

出典：「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」 

内閣府男女共同参画局 令和６年度 

  

基本目標Ⅲ 

誰もが活躍できる 

     環境づくりを応援します 
 

 

 

 

仕事と家庭の両立に向けた取組の強化 

【大田区女性の職業生活における活躍推進計画】 

個別目標Ⅲ－１ 
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●令和６（2024）年度の大田区男女共同参画に関する意識調査では、「女性が継続し就

業していくうえでどのようなことが支障になっていると思うか」の問いに対し、「子

育ての負担」が 62.7％で最も多く、次いで「家事の負担」が 57.4％、「保育施設等

の社会福祉の不備」が 42.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「大田区男女共同参画に関する意識調査」大田区 令和６年 

 

●女性の就労については、第２章に掲載（18 ページ「４ 女性の職業生活の状況」の

労働力率のグラフ）のとおり、本区の有配偶女性の労働力率は、20 代から 40 代で

未婚女性よりも大幅に低くなっており、出産や育児を機に仕事を辞める状況がうか

がえます。 

●社会全体では、生産年齢人口が減少し、今後も働き手の減少が続くことが予想され

るなかで、育児への負担や高齢化による家庭内介護・看護の負担などが課題となっ

ています。 

 

 

 

 

  

子育ての負担

家事の負担

保育施設等の社会福祉の不備

育児休業等の労働環境の不備

家族の介護・看護の負担

配偶者やパートナー、家族の理解と協力が得られない

女性が長く勤めにくい職場の雰囲気
（結婚・出産による退職の慣行等）

男性の長時間労働（仕事の付き合いを含む）

賃金における男女の差別

職場での男性中心的な考え方

配偶者やパートナー等の転勤

昇進における男女の差別

職種等における男女の差別

その他

無回答
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施策の方向性   

１ 女性の活躍推進及び就労支援・就労継続支援 

就労を希望する女性が自らの個性と能力を発揮し、希望に応じた働き方ができる

よう職場における女性活躍推進に関する周知・啓発を進めるとともに、女性のチャ

レンジを支援する取組を進めます。 

 

子育て世代・介護者への支援 

子育て支援制度や介護サービス等を充実させることで、仕事と家庭を両立しなが

ら就労することへの負担感を軽減します。 

 

政策・方針決定の場における女性の参画促進 

審議会等の委員や区職員の管理監督職における女性割合を高める取り組みを進

め、政策・方針決定の場への女性の参画促進を図ります。 

 

◆連携する計画：大田区こども未来計画、大田区地域福祉計画、おおた教育ビジョン等 

重点事業   

No. 事業名 事業内容 所管課 

1 

女 性 の 就 労 支

援・就労継続支

援 

様々な分野で女性が希望を持ってチャレン

ジできるよう再就職や起業に関する講座を

開催し、就労を支援するとともに、就労継続

につながる講座を実施します。 

人権・男女平等
推進課 

2 

ひとり親家庭へ

の家事・育児サ

ポート 

中学３年生までの児童と同居するひとり親

家庭等で、一時的な事情により日常生活等の

援助が必要な場合にホームヘルパーを派遣

し、安心して子育てをしながら生活できるよ

う家事や育児をサポートします。 

子育ち支援課 

3 
乳幼児ショート

ステイ事業 

生後５日から２歳未満の乳幼児を対象に、家

庭での養育が一時的に困難な場合やレスパ

イト（休息）として利用できる宿泊型のサー

ビスです。 

子育ち支援課 

4 
一時預かり保育

事業 

家庭において、緊急又は一時的に保育が困難

となった児童を、区内保育施設等で保育しま

す。また、保護者の用事やリフレッシュ等に

利用できる一時預かり事業を実施します。 

子育ち支援課 

子ども家 庭支
援センター 
保育サー ビス
課 

5 
病児・病後児保

育事業 

病気の回復期であり通所中の保育所に通え

ない児童を、医療機関に併設された専用スペ

ースで保育します。 

保育サー ビス
課 
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No. 事業名 事業内容 所管課 

6 子育て相談 

乳幼児期、学童期の子育てに関する情報の提

供や、こどもの発達や育児等、こどもや家庭

に関する様々な不安や悩みの相談に応じま

す。また、子育てひろばでは、親子がゆった

り過ごしながら気軽に相談でき、親子での交

流や情報交換の場とします。 

各地域健康課 

健康づくり課 

子育ち支援課 

子ども家庭 

支援センター 

保育サー ビス
課 

教育総務課 

7 教育相談 

小・中学校に在籍するこどもに関わる問題や

悩みについて相談に応じ、自立への支援や望

ましい関わり方について助言します。 

教育センター 

8 幼児教育相談 

幼稚園等に通園しているこどもの保護者、又

は在宅で子育てをしている保護者を対象に、

子育ての不安やしつけ等の悩み、幼児の遊び

や発達・教育に関しての幅広い相談を、電話

と来室で行います。 

幼児教育 セン
ター 

9 
家族介護者支援

事業 

介護者の精神的・身体的負担を軽減し、介護

者の孤立防止等を図るため、介護に関する各

種情報の提供や介護家族会の運営などによ

り、家族介護者を支援します。 

また、仕事と介護の両立等を図るため、ヘル

パー派遣や在宅高齢者訪問相談等の充実に

より、家族介護者を支援します。 

高齢福祉課 

各地域福祉課 

10 

審議会などにお

ける女性委員の

積極的任用 

大田区の審議会等において、女性を積極的に

登用し、女性のいない審議会をなくすよう努

めます。 

人権・男女平等
推進課 

11 

男女平等の視点

に立った採用や

昇任に係る取組 

職員の採用や昇任に関し、性別にかかわらず

意欲・実績・適性などの視点を踏まえて適切

に実施します。併せて性別にかかわらず昇任

意欲の醸成と受験勧奨に取り組みます。 

人事課 
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関連指標   

指標項目 現状値 目標値 

職場における男女の地位が平等であると

回答した人の割合 

令和５年度 

男性 40.1％ 

女性 31.8％ 

令和 11 年度 

50％ 

フルタイムで就労していると回答した 

母親の割合 

令和５年度 

就学前児童 59.7％ 

小学校児童 47.3％ 

令和 11 年度 

65％ 

区役所における女性管理監督職 (事務)の

割合 

令和５年度 

28.5％ 

令和 11 年度 

40％ 

審議会等における女性委員の割合 
令和６年度 

24.0％ 

令和 11 年度 

40％ 
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個別目標Ⅲ―２ ワーク・ライフ・バランスの推進 

 

 ①ワーク・ライフ・バランスに関する意識の啓発 

 ②柔軟な働き方の実現に向けた企業への取組 

 ③家庭における男女共同参画に関する取組 

 

めざす姿   

①子育てや介護、日常の家事等が、家庭内の男女の性別による割合で偏ることなく、

互いに就労とのバランスをとりながら充実した生活を過ごしています。 

②企業側の働き方改革への理解が進み、育児休業や介護休業制度など、女性も男性も

働きやすい職場環境が実現しています。 

③家庭において男女間の家事分担の調和がとれ、男性が子育てや家事に積極的に関

わり楽しむことができています。 

 

現状と課題   

●「区政に関する世論調査」では「家庭生活における男女の地位が平等であると回答

した人の割合」を指標としていました。平成 30（2018）年度は、男性 52.4％、女性

38.0％に対し、令和５（2023）年度の数値は、男性 54.0％、女性 40.4％であり、い

ずれも第８期プラン目標値の 62％には届きませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「大田区政に関する世論調査」大田区 

 

  

男
性

女
性

2.3
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1.3
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8.0
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38.0

23.5
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36.1

36.9

6.0

4.8

10.3

9.2

5.1

6.0

6.1

5.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

令和５年(n=817)

平成30年(n=414)

令和５年(n=1,114)

平成30年(n=523)

女性が優遇されている やや女性が優遇されている 平等になっている

やや男性が優遇されている 男性が優遇されている 無回答

ワーク・ライフ・バランスの推進 

個別目標Ⅲ－２ 
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●令和６（2024）年度の大田区男女共同参画に関する意識調査において、ワーク・ラ

イフ・バランスの希望についてうかがったところ、男性 30～49 歳、女性 20～49 歳

で「仕事・家庭生活・個人の生活を両立」が最も高くなっています。しかし、現状

をみますと、男性の 30～40 歳代の働き盛り・子育て世代で「仕事優先」が３～４割

を占めており、特に 30 歳代で最も高くなっています。また、女性の 30～39 歳では

「家庭生活優先」が 25.8％、女性の 40～49 歳では「仕事と家庭生活優先」が 33.3％

と最も高くなっており、男女ともに希望するワーク・ライフ・バランスを実現でき

ていないことがうかがえます。 

【希望】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現状】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「大田区男女共同参画に関する意識調査」大田区 令和６年  
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●令和６（2024）年度の大田区男女共同参画に関する意識調査では、ワーク・ライフ・

バランスを進めるために必要なことについて、「無駄な業務・作業の減少」が 43.7％

と最も多く、次いで「労働時間短縮・フレックスタイム等のしくみが整うこと」が

43.2％、「育児・介護の施設やサービスの充実」が 34.6％となっています。 

●ワーク・ライフ・バランス実現のためには、広くあらゆる立場の人に向けた意識啓

発が必要ですが、雇用側である企業への働きやすい職場環境に向けた働きかけも重

要です。 

 

施策の方向性   

１ ワーク・ライフ・バランスに関する意識の啓発 

仕事や家庭、個人の趣味や自己啓発の時間など、さまざまな活動を自らが希望す

る割合で調和したライフスタイルの実現に向けて、セミナーや広報活動など、広く

区民に向けた意識啓発を図ります。 

 

柔軟な働き方の実現に向けた企業への取組 

事業所等へワーク・ライフ・バランスの理解促進を図り、長時間労働の是正やテ

レワークの導入など、働きやすい職場環境の見直しや育児・介護休業制度の拡充等

の取組の推進を促します。 

 

家庭における男女共同参画に関する取組 

配偶者等とより良い協力関係を築き、ワーク・ライフ・バランスの大切さを考え

るための講座や、男性が家事・育児・介護などに積極的に参画するきっかけづくり

の講座等を実施します。 

 

◆連携する計画：大田区こども未来計画、おおた健康プラン等 

重点事業   

No. 事業名 事業内容 所管課 

1 

ワーク・ライフ・

バランスに関す

る理解促進 

ワーク・ライフ・バランスの理解と普及を図

るため、区民に向けた講座等を開催し、情報

誌やホームページ等を通じて情報を提供し

ます。 

人権・男女平等
推進課 

2 
労働に関する情

報提供 

企業担当者向けセミナーを開催し、労働基準

法及び男女雇用機会均等法等の法令や育児・

介護休業の制度、パートタイム労働者向けの

情報などの情報を提供します。 

人権・男女平等
推進課 

3 

男性の家事・育

児・介護参画講

座 

男性の家事や育児、介護などへの参画を促す

ため、実践的な内容を取り入れた講座を開催

します。 

人権・男女平等
推進課 
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No. 事業名 事業内容 所管課 

4 
男性向け意識啓

発事業 

既婚男性だけでなく独身男性も対象とした

男性学講座を開催します。男性がジェンダー

視点を学ぶことで、男女共同参画の意識啓発

を推進します。 

人権・男女平等
推進課 

5 出産準備教室 

妊娠、出産、新生児期の育児に関する知識や

スキルを伝え、安心して出産・育児に臨める

ように支援します。 

参加しやすいように平日及び土曜日に開催

します。 

各地域健康課 

健康づくり課 

6 
キッズなパパの

子育て応援講座 

父親とこどもで楽しく遊び、男性の育児を応

援し、子育て中の父親が交流や情報交換がで

きる機会を提供します。 

子ども家 庭支
援センター 

7 
父親支援セミナ

ー 

男性を対象に男性の育児時間の作り方、こど

もの接し方、父親が子育てをする効果などの

講義を行います。 

健康づくり課 

 

関連指標   

指標項目 現状値 目標値 

家庭内の家事（料理、洗濯、掃除）分担が

男女で同程度になっていると答えた人の

割合 

令和６年度 

男性 26.5％ 

女性 14.1％ 

令和 11 年度 

35％ 

家事・育児等に費やす時間（平日）の男女

差 

令和６年度 

154.4 分差 

（女性 208.3 分－ 

男性 53.9 分） 

令和 11 年度 

減らす 

家庭生活における男女の地位が平等であ

ると回答した人の割合 

令和５年度 

男性 54.0％ 

女性 40.4％ 

令和 11 年度 

60％ 

区男性職員における育児休業の取得率 
令和５年度 

66.7％ 

令和 11 年度 

85％ 
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個別目標Ⅲ―３ 生涯を通じた男女の健康支援 

 

 ①セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツ（ＳＲＨＲ）の啓発 

 ②生涯を通じた健康づくりへの支援 

 

めざす姿   

①性別に関わらず誰もが妊娠や出産の知識や身体の健康意識を持ち、妊娠や出産の

ほか、感染症や更年期等についての正しい知識が普及しています。 

②健康診断や健康相談等の適切な指導により、生涯を通じた健康な身体づくりがで

きる体制が充実しています。 

 

現状と課題   

●総務省「労働力調査」によると、令和５（2023）年の女性の労働力人口は 3,124 万

人、男性は 3,801 万人で、合計 6,925 万人でした。これにより労働力人口総数に占

める女性の割合は、およそ 45.1％で、この数値は 0.2 ポイント程度、毎年上昇して

います。 

●令和７（2025）年に改正された女性活躍推進法の基本原則において、「女性の職業生

活における活躍の推進にあたっては、女性の健康上の特性に留意して行わなければ

ならない」ということが盛り込まれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

生涯を通じた男女の健康支援 

個別目標Ⅲ－３ 

 

 
 

セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツとは、「性と生殖に関する健康

と権利」と訳され、すべての人の人権に関する重要な概念のひとつであり、４つの

言葉の組み合わせです。 

◇セクシュアル・ヘルス：自分の「性」に関することについて、心身ともに満たさ

れて幸せを感じられ、またその状態を社会的にも認められていること 

◇リプロダクティブ・ヘルス：妊娠したい人、妊娠したくない人、産む・産まない

に興味も関心もない人、アセクシャルな人（無性愛、非性愛の人）問わず、心身

ともに満たされ健康にいられること 

◇セクシュアル・ライツ：セクシュアリティ「性」を、自分で決められる権利のこ

と。自分の愛する人、自分のプライバシー、自分の性的な快楽、自分の性のあり

方（男か女かそのどちらでもないか）を自分で決められる権利 

◇リプロダクティブ・ライツ：産むか産まないか、いつ・何人子どもを持つかを自

分で決める権利。妊娠、出産、中絶について十分な情報を得られ、「生殖」に関

するすべてのことを自分で決められる権利 

セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツには性の問題や妊娠・出産、

性感染症、性暴力など、性と生殖に関する様々な問題が含まれていることから、女

性に限らずすべての人が正しく理解することが大切です。 

  
セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツとは  
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●令和５（2023）年に内閣府の実施した「男女の健康意識に関する調査」において、

女性特有の健康課題に対して職場にどのような配慮があると働きやすいかたずね

たところ、女性 20～39 歳では「生理休暇を取得しやすい環境の整備」が最も高く、

女性 40～69 歳では「病気の治療と仕事の両立支援制度」が最も高く、次いで「更年

期障害への支援」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※選択肢は抜粋、上位３項目に男性は緑色、女性はオレンジ色で着色 

 

出典：「令和５年度 男女の健康意識に関する調査」内閣府 

 

●働く女性の月経、妊娠、出産等、女性特有の健康課題に向き合い、自身が正しい知

識を持ちセルフケアするとともに、男性への理解促進と、企業については働きやす

い職場環境づくりを進めることが大切です。 

 

施策の方向性   

１ セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツ（ＳＲＨＲ）の啓発 

妊娠や出産等に伴う特有の問題は、セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ラ

イツ（性と生殖に関する健康と権利）の視点を踏まえることが大切です。誰もが安

心して妊娠や出産・子育てができるよう、正しい知識と周囲の人の理解のため、広

く理解啓発を図ります。 

  

男性の社員全体の理解

男性上司の理解

女性の社員全体の理解

女性上司の理解

経営陣・トップの理解

出産・子育てと仕事の両立支援制度
（育児休暇取得、休職時サポート、復職支援など）

生理休暇を取得しやすい環境の整備
（有給化や管理職への周知徹底など）

婦人科健診・検診への金銭補助

更年期障害への支援（通院への休暇取得など）

病気の治療と仕事の両立支援制度

介護と仕事の両立支援制度
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生涯を通じた健康づくりへの支援 

思春期、妊娠・出産期、更年期など、各段階の身体的変化に考慮し、ジェンダー

特有の疾病の予防について、男女が互いの性差に応じた健康について理解を深めつ

つ、女性については出産・産後の母体ケア等に関する事業など、各種健康診断等の

充実を図ります。 

 

◆連携する計画：おおた健康プラン等 

重点事業   

No. 事業名 事業内容 所管課 

1 

セクシュアル・

リプロダクティ

ブ・ヘルス／ラ

イツ（ＳＲＨＲ）

の啓発講座等 

セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス／

ライツ（性と生殖に関する健康と権利）を学

び、妊娠や出産、ジェンダー特有の健康課題

について知るセミナーを開催します。 

人権・男女平等
推進課 

2 
エイズ及び性感

染症の予防対策 

エイズ及び性感染症の予防のための電話相

談、来所相談、抗体検査、保健指導を実施し

ます。また、エイズ及び性感染症の予防や患

者に対する偏見・差別の撤廃のための正しい

知識の普及啓発事業を実施します。 

感染症対策課 

3 

健（検）診の実施

と健康づくりに

向けての知識の

普及 

各種の健（検）診を実施し、健康改善に向け

た指導を充実します。また、健康づくりから

生活習慣病の予防まで、知識の普及啓発と実

践のため、各種講習会や講座を実施します。 

健康づくり課 

4 
妊婦健康診査事

業 

妊婦健康診査：妊婦を対象に、安心して出産

ができるように妊婦健康診査受診券、超音波

検査券を交付します。 

健康づくり課 

5 産後ケア 

母子の状況に応じて助産師等による心身の

ケアや育児のサポート、その他母子の健康の

維持及び増進に必要な支援を行います。 

健康づくり課 
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関連指標   

指標項目 現状値 目標値 

「セクシュアル・リプロダクティブ・ヘル

ス／ライツ（性と生殖に関する健康と権

利）」という言葉の意味を知っている人の

割合 

なし 

（今後調査予定） 

令和 11 年度 

現状値把握次第設定 

現在の健康状態について「とてもよい」「よ

い」と回答した区民の割合 

令和６年度 

64.5％ 

令和 11 年度 

増やす 
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第５章 

 

第５章 計画の推進に向けて 

 

 

 

 

 

 

 

計画の推進に向けて 
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１ 推進体制の連携強化 

男女共同参画社会の実現のためには、あらゆる分野において、男女平等に配慮した取

り組みを進めることが重要です。本計画において掲げられた関係事業は庁内外における

多数の関係機関にわたっており、それぞれの機関が互いに連携協働しながら各施策を展

開する必要があります。 

各施策の効果的な推進のため、公募区民、区内で活動する団体や事業者の代表及び学

識経験者で構成する大田区男女共同参画推進区民会議や庁内推進会議を中心に、計画の

進捗状況報告についてご意見をいただき、それに基づき各課において改善策を検討・実

施し、課題の解決に向けて取り組む庁内推進体制の整備を行います。 

例えば、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（女性支援新法）が令和４年

に成立後、区は関係部署にて構成された「女性支援に係る支援調整会議」を立ち上げ、

新法についての計画の位置づけや施策の方向を検討しました。こうした国や都の動きを

はじめとし、変化の激しい社会情勢の影響等も鑑みながら、柔軟な推進体制により連携

を強化し各施策を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

推進体制の連携強化  
1 

 

男女共同

参画社会

の実現 

区 

企業 
事業所 

警察 

教育機関 
専門学校 
大学等 

保育所 
児童施設 

エセナ 
おおた 

区民 

医療機関 

ＮＰＯ等
の団体 

自治会 
町会 
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２ 計画の進行管理 

本計画に掲載した各基本目標に関する取組については、その施策の進捗状況を年度ご

とに確認し、大田区男女共同参画推進区民会議において報告するとともに、その内容を

区ホームページにて公開します。 

本プランを着実に推進していくために、目標ごとに指標を設け、計画期間中の達成状

況を数値化します。特に積極的に推進する重点取組は、各事業の実施や見直しに反映し

ていきます。 

 

３ 大田区立男女平等推進センター（エセナおおた） 

大田区立男女平等推進センター（エセナおおた）は、昭和52（1977）年に「大田区立

婦人会館」として開設した施設です。平成４（1992）年には、名称を「大田区立おおた

女性センター」と変更し、平成12（2000）年には改修工事を経て、現在の名称である「大

田区立男女平等推進センター（エセナおおた）」となりました。令和６（2024）年12月

には、それまでの単独施設だった場所から大森北四丁目複合施設の５階・６階部分へと

移転しました（大田区大森北四丁目６番７号）。 

男女共同参画事業推進の拠点として、主に講座や講演会、情報の収集・発信、施設の

貸出、交流の場の提供などを行っています。 

 

【大田区立男女平等推進センター（エセナおおた）外観】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計画の進行管理  
2 

大田区立男女平等推進センター（エセナおおた）  
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大田区立男女平等推進センター（エセナおおた）は、平成16（2004）年から指定管理

者制度を導入しています。指定管理者制度は、平成15（2003）年６月の地方自治法改正

により創設された制度で、大田区では大田区立男女平等推進センター（エセナおおた）

が、この制度を採用した第一号の施設でした。 

男女共同参画社会の実現に向けて、大田区立男女平等推進センター（エセナおおた）

をより効果的に活用し運営していくため、区は、指定管理者の専門性を活かすとともに

様々な関係機関と連携しながら、適切な運用と区民サービスにつなげています。 

 

【大田区立男女平等推進センター（エセナおおた）位置づけ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※令和７（2025）年６月に独立行政法人男女共同参画機構法等が成立したことにより、令和８（2026）
年４月から、独立行政法人国立女性教育会館（ＮＷＥＣ）は、独立行政法人男女共同参画機構と
なり、全国の男女共同参画センターの中核組織として位置付けられています。 

 

【大田区立男女平等推進センター（エセナおおた）での事業の様子】 

 

 

 

 

 

 

大田区立 

男女平等推進センター 

（エセナおおた） 

大田区 

指定管理者 

大田区民 

各関係機関 

大森北四丁目 

複合施設 

（スマイル大森） 

受託法人の 

ネットワーク 

独立行政法人 

男女共同参画機構※ 

特定非営利活動法人 

全国女性会館協議会 

・研修、調査研究 

・国際貢献 

・大学、企業、各団体

等との連携 など 

・全国の男女共同参画

センターのネットワ

ークづくり など 


